
議案第５７号 

 

建物の処分について 

 

旧三田市淡路風車
か ぜ

の丘に使用していた建物を下記のとおり処分するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年三田市条例第１２号）第３

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年８月２４日提出 

 

三田市長  森  哲 男    

 

記 

 

１ 所 在 地 等 

所在地 三田市中内神字北山９１５番地７他１筆 

建築年 平成１１年（１９９９年） 

構造・規模 鉄筋コンクリート造 ２階建て 

建築面積 ２８９．９１㎡ 

延べ面積 ２７３．９１㎡ 

 

２ 処 分 金 額 

３５，２００，０００円 

 

３ 処分の相手方 

兵庫県三田市下相野３０６番地３ 

株式会社勢戸 

代表取締役 勢 戸 章 示   
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